
千代田区へ提出する

請求書類への押印が省略できます

区民や事業者の皆さまの利便性向上並びに負担軽減を目的として、令和８年度から請求
書等への押印を省略できることとします。下記案内をご確認のうえ、ご提出ください。

対象の書類 令和８年４月１日以降に発行される以下の書類

契約に基づかない助成金や補助金等
（対象：区民（町会含む）の方、法人等）

提出方法
詳細は、書類の提出を行う部署へお問合せ
ください。

令和
8年

／１～
４

書類名称 見直し後の運用

請求書 押印省略可
自署・データ作成による記名どちらも可

自署の必要な申請書兼口座振替依頼書もあります。
提出部署の記載案内に沿ってご作成ください。

口座振替依頼書

申請書兼口座振替依頼書

委任状（請求書兼委任状を含む）

自署又は記名押印
※本人（例：委任者）が全てご記入ください。

辞退届

領収書

メール窓 口 郵 送

New

請求書の記載例

◼ ご提出の際、ご本人様確認のため、区職員
から官公署が発行した書類（マイナンバー
カード等）や名刺の提示を求める場合があ
ります。

◼ 押印した書類も引き続き有効です。

◼ 自署又は記名押印のある書類は、紙媒体
により原本を提出してください。

◼ 請求者が法人又は団体(町会を除く)の場
合は、次頁のとおり「発行責任者」及び「担
当者」それぞれの所属部署・氏名・連絡先
を記載しても差し支えありません。

契約に基づく請求書の記載例等は次頁

押印省略
できます

※自署・押印のない書類はメール提出も可能
メールによる提出の場合、ファイル形式はPDF推奨

契約行為の有無により
記載例が異なります



区との契約に基づく請求（対象：法人、団体等（町会除く））

◼ 押印した書類も有効です。その場合、
押印に代わる記載は不要です。

◼ 記名押印のある書類は、紙媒体により
原本を提出してください。

◼ 必要に応じて、記載の連絡先に担当部署
から連絡を差し上げる場合があります。

◼ 押印を省略した場合の契印

「各頁に同一の請求番号等を記載する」
又は「〇／〇のように総頁数と各頁数
を表示する」ことにより契印は不要です。

国又は自治体の条例等により押印の義務付けが
あるもの（例：請書兼請求書）は押印が必要です

押印を省略した書類に不備があった場合

◼ 原則として、記載内容の正しい書類の再提出をお願いします。

◼ ただし、内容により訂正箇所への氏名の署名、訂正印や捨印（氏名の箇所にも押印し
てください。）を使用した訂正が可能です。訂正できる内容は、請求金額以外の書類
内容の主たる部分に影響しない箇所（請求日、住所、内訳等）に限ります。

◼ 書類内容の主たる部分に影響しない訂正であって、書類の再提出が難しい場合、区職
員が訂正内容を聞き取りの上、書類の余白部分に訂正事項を記録する方法により対応
する場合があります。

問 合 せ

ご不明な点などは、書類の提出を行う各請求・事業の担当部署へお問合せください。

千代田区ポータルサイトから、オンライン申請～請求まで可能な事業もございます。
詳細は千代田区ホームページをご確認のうえ、ご利用ください。

◼ 請求書の内容について問合せることのでき
る「発行責任者」及び「担当者」それぞれの
「所属部署・氏名・連絡先（電話番号又は
メールアドレス）」を記載してください。

発行責任者
社内で書類発行権限がある方（例：代表取締役）
又は 書類発行権限の委任を受けた方（例：支店
長、部課長等）

担 当 者
請求書発行事務を担当する方

代表者と発行責任者や担当者が同一人物の場
合は、「同上」のように記載しても構いません。
ゴム印・手書きも可能です。

押印に代わる記載が必要です

検索千代田区ポータルサイト参考情報
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